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①検討の背景
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【出所】阿智村第６次総合計画（後期計画） 3



【出所】阿智村第６次総合計画（後期計画） 4



 観光業の振興による持続可能な村づくりの実現に向け、安定性・継続性のある
観光振興財源が必要である。

 一方、人口減少により予算の規模は縮小が見込まれ、税収等の伸びも期待できず、
観光振興財源の確保には限界がある。

 観光振興に関わる受入環境整備は、来訪者に一定の負担をお願いするという受益
者負担の観点から、法定外目的税である「宿泊税」について導入の必要性・目的・
手段について検討する。
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検討の背景



【出所】第１回北九州市宿泊税に関する調査検討会議資料

福岡県・福岡市の宿泊税概要
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②検討すべき論点
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【出所】総務省HP 8



【出所】総務省HP 9



【出所】総務省HP 10



論点 検討すべき内容

（１）税収入を必要とする財政需要があるか。

・観光振興の現状と課題、財政状況を踏まえた上 
での今後の観光振興に向けた施策の方向性

「③財政需要について」

（２）税以外により適切な手段がないか。
・税以外の手法の整理と妥当性

「④税以外の適切な手段の検討」

（３）目的、対象等から見て税を手段とする
   ことがふさわしいものであるか。
   税収入を確保できる税源があるか。
   徴収方法が適当であるか。
   課税を行う期間は適当であるか。

・納税義務者、課税標準
・徴収方法、特別徴収義務者
・税率、免税点、課税免除
・入湯税の制度改正の必要性
・定期的な税のあり方の検証期間

「⑤課税要件等の検討」
「⑥入湯税について」
「⑦宿泊税の使途」

検討委員会の論点
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③財政需要について
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【出所】⾧野県観光部山岳高原課 観光地利用者統計調査結果
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（人）

観光客の推移（外国人・修学旅行）
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南信州における阿智村の観光消費額
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昼神温泉の収容人数

（人）
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【出所】GD Freak!

阿智村の就業者

宿泊業、
飲食サービス業
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   阿智村の決算

【出所】広報あち（令和5年10月号） 21



   阿智村の決算

【出所】広報あち（令和5年10月号） 22



税収の推移

（億円）
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入湯税の推移

（千円）
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ふるさと納税の推移
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今後必要と考えられる取組

基本戦略 取組内容 事業規模

昼神温泉リニア新時代構想 ランドマーク施設建設
ウォーカブルなまちなみ整備

推定30億円
（総事業費）

阿智村観光事業

ブランディング
広告宣伝
誘客活動
地域資源の発掘

1.4億円
（1年間）

観光地整備事業 受入環境の整備 0.2億円
（1年間）

温泉事業 昼神温泉の安定供給 0.3億円
（1年間）
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今後10年間の推定事業費 49億円



④税以外の適切な手段の検討
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種類 概要 安定性
継続性

受益と
負担 規模

地方税 地方公共団体がその経費に充てるため、財力調達の目的を持っ
て、その課税権に基づき賦課・徴収するもの。

安定的
継続的 広範 規模の確保

が可能

分担金 地方公共団体が行う特定の事件に必要な費用に充てるため、特
に利益を受ける者から、その受益の限度において徴収するもの。

安定的
非継続 限定的 限定的

負担金

①法律に基づき、特別の利益関係等を有する者から、その事業
経費を受益等の程度に応じて徴収するもの。

②財政政策上その他の見地から、その事業に要する経費を定め
られた負担割合に応じて求めるもの。

安定的
非継続 限定的 限定的

使用料 行政財産の目的外使用及び公の施設の使用に対し、その反対給
付として徴収するもの。

安定的
継続的 限定的 限定的

手数料 特定の者に提供する役務に対し、その費用を償うため又は報償
として徴収するもの。

安定的
継続的 限定的 限定的

寄附金
地方公共団体が実施する一定の事業に必要な経費に充てるため、
相当の給付を行うことなく、金銭又は特定の財産の給付を受け
るもの

不安定 なし 規模の確保
が可能
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⑤課税要件等の検討
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団体名 京都市 金沢市 倶知安町 福岡市 北九州市 ⾧崎市

税率

１人１泊につい
て、宿泊料金が

１人１泊につい
て、宿泊料金が

１人１泊または
１部屋１泊の

１人１泊につい
て、宿泊料金が １人１泊につき １人１泊につい

て、宿泊料金が

①２万円未満
：200円
②２万円以上５
万円未満
：500円
③５万円以上
：1,000円

①２万円未満
：200円
②２万円以上
：500円

宿泊料金の２％ ①２万円未満
：200円
②２万円以上
：500円
(上記いずれも、
うち県税50円)

200円
(うち県税50円)

①１万円未満
：100円
②1万円以上２万
円未満
：200円
③２万円以上
：500円

～７千円未満 200円 200円 ※５千円の場合
100円 200円 200円 100円

７千円～
１万円未満 200円 200円 ※７千円の場合

140円 200円 200円 100円

１万円～
１.５万円未満 200円 200円 ※１万円の場合

200円 200円 200円 200円

１.５万円～
２万円未満 200円 200円

※１万５千円の
場合

300円
200円 200円 200円

２万円～
５万円未満 500円 500円 ※２万円の場合

400円 500円 200円 500円

５万円～ 1,000円 500円 ※５万円の場合
1,000円 500円 200円 500円

税率の検討
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団体名 東京都 大阪府 福岡県

税率

１人１泊について、宿泊料金が １人１泊について、宿泊料金が １人1泊につき

①１万円以上1万５千円未満
：100円
②１万５千円以上：200円

①７千円以上１万５千円未満
：100円
②１万５千円以上２万円未満
：200円
③２万円以上：300円

200円
※福岡市、北九州市内の宿泊施設は、
50円

※その他新たに宿泊税を県内市町村
が課す場合、100円

～７千円未満 非課税 非課税 200円

７千円～
１万円未満 非課税 100円 200円

１万円～
１.５万円未満 100円 100円 200円

１.５万円～
２万円未満 200円 200円 200円

２万円～
５万円未満 200円 300円 200円

５万円～ 200円 300円 200円

税率の検討
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⑥入湯税について
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阿智村の入湯税

課税客体 鉱泉浴場における入湯行為

税率 １人１日150円

徴収方法 旅館等が特別徴収義務者として、入湯客から入湯税を徴収し、村に納入

使途

環境衛生施設の整備
鉱泉源の保護管理施設の整備
消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
観光の振興（観光施設の整備を含む）

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

人数
(万人) 31.1 29.6 30.6 29.9 29.8 29.7 28.4 16.7 18.7 24.3 

税額
(万円) 4,664 4,438 4,592 4,482 4,474 4,456 4,253 2,512 2,805 3,642 
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⑦宿泊税の使途
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団体名 京都市 金沢市 倶知安町 福岡市 北九州市 ⾧崎市

基本的な
考え方

入洛客 に資す
る施策に用いる 
だけでなく、市
民 生活の満足
度を高め、京都
の都市の品格と
魅力を一層向上
させるような施
策にも活用

倶知安町を訪れる
国内外の観光客の
満足度を向上

①福岡市観光振興
条例で定める施策
②九州における福
岡市の役割や今後
の観光・MICEの
動向等を踏まえ、
重要性や優先度の
高い事業を選択
③既存事業へ単純
に充当しない

①北九州市観光振
興プランに基づく
施策
②今後の観光動向
や、九州全体にお
ける北九州市の役
割を踏まえた施策
③既存施策への単
純な充当は行わな
い

訪問客への還元
①新規事業
②既存事業の拡充
③新規事業又は拡
充事業の効果的な
継続
④既存事業であっ
ても、基本的方針
に合致する事業で
あれば対象とする。

使途の分類

① 住む人にも
訪れる人にも京
都の品格や魅力
を実感できる取
組の推進
② 京都の魅力
の国内外への情
報発信の強化
③ 入洛客の増
加など，観光を
取り巻く情勢の
変化に対応する
受入環境の整備

①まちの個性に磨
きをかける歴史・
伝統・文化の振興
を図る施策
② 観光客の受入
れ環境の充実を図
る施策
③ 市民生活と調
和した持続可能な
観光の振興を図る
施策

①リゾート地とし
ての質の向上
②リゾート地とし
ての魅力の向上

①観光産業の振興
②受入環境の整備
③観光資源の魅力
の増進等
④MICEの振興
⑤持続可能な観光
の振興

①北九州市＝観光
都市としてのブラ
ンディング
②北九州ならでは
の地域資源の観光
資源化
③セールスプロ
モーション戦略
④おもてなしの充
実
⑤MICE戦略
⑥インバウンド戦
略

①受入環境整備
②情報提供・誘致
③サービス向上・
消費拡大
④資源磨き
⑤緊急事態対応

宿泊税を財源とする取組の考え方
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